
ロボットづくりを体験して、遊ぼう

生け花で日本文化にふれる

8
月
２６
日
に
、
市
民
会
館
に
お
い
て
勝
山
市

青
年
団
体
連
絡
会
主
催
に
よ
る
ダ
ン
ス
イ
ベ
ン

ト
「
遊
舞（
あ
そ
ぼ
）っ
さ
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
で
2
回
目
と
な
る
同
イ
ベ
ン
ト
は
、
若

者
に
人
気
の
ス
ト
リ
ー
ト
ダ
ン
ス
の
コ
ン
テ
ス

ト
で
、
市
内
外
か
ら
約
８０
名
が
参
加
し
、
自
慢

の
ダ
ン
ス
を
競
い
合
い
ま
し
た
。

市
民
会
館
の
ス
テ
ー
ジ
に
は
Ｄ
Ｊ
ブ
ー
ス
が

設
け
ら
れ
、
会
場
中
に
音
楽
が
響
き
渡
る
中
、

出
場
者
は
音
に
合
わ
せ
て
体
を
動
か
し
、
即
興

で
背
中
や
頭
を
軸
に
回
転
し
た
り
、
片
手
で
逆

立
ち
し
た
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
動
い
た
り

と
、
独
自
の
ダ
ン
ス
を
披
露
し
ま
し
た
。
派
手

な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
決
ま
る
と
、
観
客
か
ら

は
歓
声
が
お
こ
り
、
会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。

他
に
も
、
市
民
会
館
ロ
ビ
ー
で
は
、
射
的
や

ス
マ
ー
ト
ボ
ー
ル
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
が
開
か

れ
、
親
子
連
れ
な
ど
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

ダ
ン
ス
で

勝
山
を
盛
り
上
げ
よ
う
！ステージ上でダンスを競う参加者

生け花を体験するアスペン青少年の皆さん

勝山市の友好都市であるアメリカのアスペン市から

ホームステイによる交流のため、7名の青少年が勝山

市を訪れ、7月29日から8月11日までの2週間、市

内のホストファミリー宅に滞在しました。

アスペン青少年の皆さんは、平泉寺や東尋坊などの

観光名所を訪問したり、恐竜博物館やケイテー保育園

などの施設を見学したり、そば打ちや坐禅などの体験

をすることで、日本文化を知り、福井県や勝山市の歴

史や風土にふれることができました。

また、アスペン青少年の皆さんは、8月8日に西方

寺を訪れ、静まり返ったお堂で浄土真宗の教えについ

て、神妙な面持ちで聞いていました。

この後、提山先生より、「生け花は、花の命をいた

だきそれを活かすこと。花と対話しながら生けてくだ

さい。」と生け花の心について勉強をしてから、ひま

わりや、モンステラ、スターチスなどの花を、それぞ

れの思いに従い、真剣な眼差しで花器に挿していまし

た。でき上がった生け花を前に、「ワンダフル！」と

口ずさんだり、お互いの生け花を評価しあうなど、ア

スペンの皆さんは、日本文化のすばらしさを堪能して

いました。

地域のＩＴ普及活動の推進を行っている勝山ＩＴ研究会では、

夏休み期間中の8月19日、20日に、「第１回チャレンジロボコ

ン」を奥越地域地場産業振興センターで開催し、両日で10組の

親子が参加しました。

これは、最近のロボット技術の著しい進歩に伴い、身近なとこ

ろでそれを体験してもらおうと行われたものです。まず、基板や

センサーなどの取り付けの簡単なロボット組立作業の後、インタ

ーネットからダウンロードしたプログラム作製ツールを利用し

て、各自でプログラミングに挑戦しました。ロボットには、本体

の下と左右にセンサーが取り付けられており、センサーが障害物

を感知したら、進行方向を指定された角度だけ変更するといった

形でプログラミングされます。

そして、プログラミングされたロボットで試行走行をしてみて、

うまく動かない場合には、スタッフのサポートも受けながら親子

で相談してプログラミングに励みました。

また、26日には、作製したロボットで、決められたコースを

動かすタイムトライアル競争「ロボカップ」が同センターで行わ

れ、2回のトライアルのベストタイムや事前申告タイム差を競い

ました。ベストタイムの部では、笹木駿秀さん（11）＝成器南

小＝が優勝、また申告タイム差の部では、穴田直広さん

（12）＝上庄小＝が特別賞を受賞しました。当初、走行標準タ

イムを3分台で設定していたスタッフも、1分11秒という優勝

タイムにびっくり。

優勝した笹木さんは、「コースの最初の直線で時間を稼ごうと、

長さを計ってひた

すら直進させたの

が良かったです。

自分の作ったロボ

ットが優勝でき

て、たいへん嬉し

いです。」と、受

賞後の感想を話し

てくれました。
自作のロボットの動きに神経を集中する参加者

　
平
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分

の
国
民
年
金
保
険
料
に
か
か
る
全
額
免
除
、

半
額
納
付（
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除
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年
者
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猶
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１８
年
3
月
分

の
保
険
料
に
か
か
る
学
生
納
付
特
例
の
申
請

期
限
を
１０
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国民年金保険料の 
  前納制度をご利用ください 
国民年金保険料の 
  前納制度をご利用ください 
国民年金保険料の 
  前納制度をご利用ください 
　国民年金には、一定期間分の保険料をまと
めて納付できる前納制度があります。 
　10月から平成19年3月までの6ケ月間の保
険料を前納した場合は下の表のように割引さ
れます。なお、この場合の納付期限は、10月
31日（火）までとなります。 

　口座振替で納める場合は、さらにお得にな
っております。半年分前納のお申し込み期限は、
9月下旬です。社会保険事務所または、金融機
関等の窓口でお申し込みください。 

国民年金のお問い合わせ 
　福井社会保険事務所（福井厚生年金会館裏） 
　10776－23－1002 
　福井年金相談センター（福井放送会館6階） 
　10776－21－4165 
国民年金、国民健康保険に関するお問い合わせ 
　市民課　国保・年金グループ 
　（1内線257・258） 

毎月納付 

83,160円 
現金納付 

口座振替 

前　納 

82,480円 

82,220円 

割引額 

680円 

940円 

　
年
金
、
医
療
保
険
制
度
は
毎
年
改
正
が
あ

り
、
複
雑
な
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に

１０
月
か
ら
は
医
療
保
険
制
度
の
改
正
が
あ
り

ま
す
の
で
、
勉
強
会
を
さ
れ
る
場
合
は
、
市

担
当
者
が
出
前
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 
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現
在
使
用
中
の
国
民
健
康
保
険
証
は
、
平

成
１８
年
9
月
３０
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
お

り
、
１０
月
１
日
よ
り
新
し
い
保
険
証
と
な
り

ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
9
月
３０
日
ま
で
に

被
保
険
者
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。
保
険
証
の
色

は
、
一
般
は
「
オ
レ
ン
ジ
色
」、
退
職
者
は

「
青
色
」
で
引
き
続
き
同
じ
色
と
な
っ
て
い

ま
す
。

旧
保
険
証
は
、
市
民
課
ま
た
は
最
寄
り
の

公
民
館
に
お
返
し
く
だ
さ
い
。

特
別
な
事
情
が
な
く
国
民
健
康
保
険
税
を

滞
納
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ

ま
す
。
国
保
税
は
、
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

１．

納
期
限
が
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い
場

合
は
、
督
促
に
よ
り
納
付
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
延
滞
金
を
徴
収
す
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

2．

そ
れ
で
も
納
め
な
い
場
合
、
通
常
の
保

険
証
よ
り
も
有
効
期
限
が
短
い
「
短
期
被

保
険
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

3．

納
期
限
か
ら
１
年
を
過
ぎ
、
特
別
な
理

由
も
な
い
場
合
に
は
、
保
険
証
に
代
え
て

「
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

「
資
格
証
明
書
」
と
は
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
の
も

の
で
す
。
こ
の
証
明
書
で
医
療
機
関
に
か
か

っ
た
場
合
、
医
療
費
は
全
額
負
担
と
な
り
ま

す
。
そ
の
間
に
負
担
し
た
医
療
費
は
、
申
請

に
よ
り
自
己
負
担
金
を
除
い
た
部
分
を
お
返

し
し
ま
す
が
、
滞
納
し
た
国
保
税
に
充
て
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
い
っ
た
ん
「
資
格
証
明
書
」
が
交
付
さ
れ

ま
す
と
、
完
納
す
る
か
、
滞
納
額
が
著
し

く
減
少
し
た
場
合
を
除
い
て
保
険
証
は
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

事
情
に
よ
り
国
保
税
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、

病
気
、
失
業
、
事
業
不
振
等
に
よ
り
本
年
度

の
所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
に
は
、
一

定
の
基
準
に
該
当
す
れ
ば
国
保
税
の
減
免
制

度
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
所
得
の
多
い
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
割
合

が
2
割
か
ら
3
割
に
な
り
ま
す

・
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す

・
医
療
保
険
適
用
の
療
養
病
床
入
院
時
の
食

費
、
居
住
費
の
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
・
出
産
育
児
一
時
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

◎
住
民
票
が
勝
山
市
に
な
い
か
た

保
険
証
が
必
要
な
か
た
は
、
１０
月
１
日
以

降
、
市
民
課
に
お
い
て
交
付
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

就
学
中
の
か
た
▼
在
学
証
明
書

施
設
や
寮
入
所
の
か
た
▼
入
所
証
明
書

※
卒
業
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
必
ず
市
民
課

へ
届
け
て
く
だ
さ
い
。
卒
業
ま
で
遡
り
国

保
の
資
格
が
喪
失
し
、
か
か
っ
た
医
療
費

は
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。


